
●日本学術会議協力学術研究団体規程 

  

  平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ４ 日 

                    日本学術会議第１回幹事会決定 

 

（要件） 

第１ 日本学術会議会則（以下「会則」という。）第３６条第１項に規定する日本学術会議

協力学術研究団体（以下「協力学術研究団体」という。）は、次の基準を具備する「学術

研究団体」又は「学術研究団体の連合体」であることを原則とする。 

 ① 学術研究の向上発達を図ることを主たる目的とし、かつその目的とする分野におけ

る学術研究団体として活動しているものであること。 

 ②  研究者の自主的な集まりで、研究者自身の運営によるものであること。 

③ 「学術研究団体」の場合は、その構成員（個人会員）の数が 100人以上であること。 

④  「学術研究団体の連合体」の場合は、3 つ以上の協力学術研究団体を含むものであ

ること。 

（称号の付与） 

第２ 協力学術研究団体の称号の付与は、次の手続により行うものとする。 

①  称号の付与を受けようとする団体は、申込書（別表１に定める様式）及び協力学術

研究団体指定要件確認書（別表３に定める様式）に、学術研究団体の連合体は、申込

書(別表２に定める様式)に、それぞれ所要の事項を記入の上、会長あて申し込むもの

とする。 

 ② 協力学術研究団体の称号の付与の申込みがあったときは、会長は、科学者委員会に

その処理を付託するものとする。 

 ③ 科学者委員会は、必要に応じ関係各部に諮った上、会長に意見を述べ、会長はこれ

に基づいて幹事会に諮り決定する。 

④ 会長は、幹事会の決定を速やかに当該団体に通知するとともに、協力学術研究団体

として当該団体名を日本学術会議のホームページに掲載する。 

（活動） 

第３ 日本学術会議は会則第３６条第２項の規定に基づき、協力学術研究団体と緊密な協

力関係を持つため、次のことを行うものとする。 

① 広報刊行物、ニュース・メール等の配布・配信 

② 適当と認められる会議の共同開催又は後援 

２ 日本学術会議は、会則第３６条第３項の規定に基づき、協力学術研究団体に対し、委

員会、分科会、小分科会及び小委員会の審議に協力するよう求めることができる。この

場合においては、求めに応じ協力する協力学術研究団体の構成員を協力委員と称するも

のとする。 

（変更の届出） 

第４ 協力学術研究団体の称号が付与された学術研究団体は、代表者、事務局所在地、連

絡先等の変更があった場合は速やかに文書で届け出るものとする。 

（協力学術研究団体の要件に関する報告） 



第５ 会長は、必要があると認める場合には、協力学術研究団体に対し、第１項に規定す

る要件に関する報告を求めることができる。 

（称号の取消し） 

第６ 第４項の届出がない等の理由により連絡先等が不明となった場合又は協力学術研究

団体が第１項に規定する要件を満たさなくなったと会長が認める場合は、会長は、幹事

会の議を経て当該学術研究団体に付与した称号を取消すことができるものとする。この

場合において、会長は、科学者委員会に意見を求めるものとする。 

２ 会長は、称号の取消しを行った場合は、当該学術研究団体に付与した称号を取消した

ことを、日本学術会議のホームページに掲載するものとする。 

（雑則） 

第７ この規程に定めるもののほか、協力学術研究団体の称号の付与並びに協力学術研究

団体との連携及び協力に当たって必要な事項は、科学者委員会がこれを定める。 

  

    附 則 

（施行期日） 

１ この決定は、決定の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１７年９月３０日において、日本学術会議の広報協力学術団体である団体につい

ては、第２の規定にかかわらず、協力学術研究団体の称号の付与を希望した場合には、

その称号を付与する。ただし、この措置については、平成２４年６月３０日をもって終

了するものとする。 

 

附 則（平成１８年２月２３日日本学術会議第９回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成１８年１０月２６日日本学術会議第２８回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２１年７月２３日日本学術会議第８０回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２２年１１月２５日日本学術会議第１１２回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２３年７月２８日日本学術会議第１３０回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２４年３月１６日日本学術会議第１４８回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 



  附 則（平成２５年１１月２２日日本学術会議第１８３回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２６年４月２５日日本学術会議第１９２回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２６年５月３０日日本学術会議第１９３回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２７年２月２７日日本学術会議第２０９回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年７月２６日日本学術会議第２６６回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３１年４月２４日日本学術会議第２７７回幹事会決定） 

この決定は、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行の日から施行する。 

 

附 則（令和２年７月３０日日本学術会議第２９５回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月２５日日本学術会議第３０９回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

 



別表１（第２項関係）            （学術研究団体用） 

日本学術会議協力学術研究団体申込書 

                令和  年  月  日 

日本学術会議会長 殿 

                    申込団体名 

                    代表者氏名 

                              

  日本学術会議の活動に協力する学術研究団体としての称号の付与を受けたいので、

関係書類を添えて下記により申し込みます。 

 

記 

 

１ 名 称  和文（ふりがな） 

       英文 

２ 代表者（氏名、所属・肩書き） 

３ 設立年月日 

４ 個人会員である構成員の数(学部学生を除く。)、男女の別及び女性比率 

 

５  役員の数、男女の別及び女性比率 

 

６ 活動状況 

（１）機関誌(誌名、創刊年月、発行回数/年、発行部数) 

（２）会 合（年次総会、全国学術大会、公開講演会など主な会合名及び開催数／年） 

（３）その他 

７ 連合体への加盟状況 

（１） 国内（連合体名称、加盟年月日） 

（２） 国外（連合体名称、加盟年月日） 

８ 事務所（事務局） 

所在地 〒                    

事務担当者名、電話、ＦＡＸ、Ｅ-mail、ホームページ 

※ 貴団体が関係する学問分野は、１～３のいずれに該当するか、○印をご記入ください。

（複数可）また、関係すると思われる分野別委員会（日本学術会議ホームページ参照）を

（    ）内にご記入ください。 

１） 人文・社会科学          ２） 生命科学           ３） 理学・工学 

（                ）         （                 ）     （                  ） 

添付物 １ 会則・約款、設立趣意書、機関誌３部 

    ２ 役員名簿、会員名簿 男女別、所属する大学等機関及び職名を含む。 

    ３ 協力学術研究団体指定要件確認書 

    ４ その他活動状況の分かる資料 

 

提出先 〒１０６－８５５５ 東京都港区六本木７－２２－３４ 

              日本学術会議事務局企画課 

              日本学術会議協力学術研究団体担当 

              電話 （０３）３４０３－６２９５ 

その他 本申込書に記入いただいた内容は、学会の状況に関する統計分析を行うための基

礎資料として使用し、分析結果を公表する場合がありますので、ご承知おきください。 



別表２（第２項関係）             （学術研究団体の連合体用） 

日本学術会議協力学術研究団体申込書 

                令和  年  月  日 

日本学術会議会長 殿 

                    申込団体名 

                    代表者氏名 

                              

  日本学術会議の活動に協力する学術研究団体としての称号の付与を受けたいので、

関係書類を添えて下記により申し込みます。 

 

記 

 

１ 名 称  和文（ふりがな） 

       英文 

２ 代表者（氏名、所属・肩書き） 

３ 設立年月日 

４ 役員の数、男女の別及び女性比率 

５  連合体を構成する学術研究団体 

６ 活動状況 

（１） 会 合（年次総会、全国学術大会、公開講演会など主な会合名及び開催数／年） 

（２） その他 

７ 事務所（事務局） 

所在地 〒                    

事務担当者名、電話、ＦＡＸ、Ｅ-mail、ホームページ 

※ 貴連合体が関係する学問分野は、１～３のいずれに該当するか、○印をご記入ください。

（複数可）また、関係すると思われる分野別委員会（日本学術会議ホームページ参照）を

（    ）内にご記入ください。 

１） 人文・社会科学          ２） 生命科学           ３） 理学・工学 

（                ）         （                 ）     （                  ） 

添付物 １ 会則・約款、設立趣意書 

    ２ 役員名簿（男女別、所属する学術研究団体及び大学等機関名を含む。） 

    ３ その他活動状況の分かる資料 

提出先 〒１０６－８５５５ 東京都港区六本木７－２２－３４ 

              日本学術会議事務局企画課 

              日本学術会議協力学術研究団体担当 

              電話 （０３）３４０３－６２９５ 

その他 本申込書に記入いただいた内容は、学会の状況に関する統計分析を行うための基礎資

料として使用し、分析結果を公表する場合がありますので、ご承知おきください。 


